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わが国の国際取1引と新複合運送秩序

への反省と提言

一とくにフレイト・フォワーダーの活動から一

小原。三体嘉

　　　　　　　　　　　　　I　序　　　論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ）
　標題のことについて，これまで多くの専門誌の紙面を借りて評論・解説・紹

介・提言を行なう機会があり，また本学研究誌でもちょうど20年前から10年毎

にそのときの時代の将来を模索する論文をまとめてきたが，その後技術が長足

の進歩をみせているのに対して，それに対応した新複合運送秩序の確立は遅々

としていることから，本学創立40周年を記念して，新複合運送秩序確立の一助

ともなれぱと思い，本研究誌でまた現状の反省と将来への提言を試みたい。

1）昭和43年神戸外大論叢第ユ9巻第5号・コンテナ船荷証券に関する技術論的

研究一新分野の開拓とその方向一のはしがきの目頭で「コンテナによるdoor

　to　d00r方式の国際間の複合運送の発展には，各種分野の緊密な相互補完的

　機能の一貫体制がどうしても必要である。すなわち，複雑な各国の通関制度，

運送入の定める運賃率およびその責任範囲，保険条件，銀行による荷為替金

融等の法的諸問題の解決がなければコンテナによる国際輸送の健全な発展を

　期待することは難しい。しかし，現実をみると，コンテナそのものおよびそ

　の専用船の技術的発展には目覚しいものがあるにもかかわらず，コンテナ輸

　速に必要な運送証券の法的根拠に関しては，国際的統一が未確立のまま，旧

（1）金融法務事情，国際商事法務，NB　L，国際金融，I　CC，全銀協通信講座、荷主と輸送，コ

　ンテナリゼイション，海運，海事産業研究所報．日本海事新聞等各業界紙。
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　態依然たる方法がとられているのが実情である。……以下略……」と述べた

　ことは，現在でもあてはまるコメントであろう。

2）昭和52年神戸外大外国学研究W・国際複合運送秩序に関する技術論的研究

　一1980年代の新運送秩序を模索する一のはしがぎの冒頭で「ここ10数年ほど

　の間に急速な経済の発展と著しい技術進歩がみられるにもかかわらず，これ

　ら新事態に適応する法律制度の立ち遅れがあらゆる分野で指摘され，それら

　の整備の緊急性が強く叫ばれているが，最近の技術革新による新しい複合運

　送手段，とくにコンテナリゼイションの分野においてもまたその例外ではな

　い。一以下略」とまとめたことは，現状とあまり変っていない。

　3）昭和60年5月，東京で開催された日・欧・米持回りの’85Intemationa1

Physica1Distribution　Conferenceの「国際物流の戦略と課題」セッションにお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
いて日本代表として国際物流と南流の新秩序の構築の必要性を訴えるパネルス

ピーチをしたので，そのレジュメ（英文）を参考までにつぎに掲げておこう。

　　Estab1ishment　of　New　Order　for　Intemationa1Physic副Distribu－

　　tion　and　Commercia工Transaction

　　＿With　specia1attention　directed　to　combined　transport　system

　　in　internationa1transaction－

　　The　current　innovative　trends　found　in　transportation　and　infor－

mation　are　drastica11y　changing　conventiona1modes　of　transport　as

we11as　traditiona1ways　of　doing　business　in　intemationa1trade，

payment　and　insurance．　Higher　speed，more　sophistication　and

specia1ization　br01ユght　into　internationa1　physica1　distribution　by

technica1imovation　wi11inevitab1y　transform　commercia1f1ow　in

intemationa1transaction　which　tend　to　stick　to　conservative　pro－

cedu二res　and　practices．

　　Combined士ransport　system，in　parti㎝1ar，with　its　centra1roユ1

（2）この国際会議は，（社）日本能率協会・日本物的流通協会等6団体主催，通産・運輸・外務等9

　省庁後援，経団連・日商・船主，荷主協会・物流学会等34団体協賛によりホテル・ニニーオータニ

　で11カ国の外国代表を含めユ000名を超える参加者があり盛大であった。筆者のスピーチの概要は，

　（社）神戸港振興協会月刊誌神戸港No．312（昭和60年7月号）に掲載された。



　　　　　　　　　　　　　わが国の国際取引と複合運送秩序への反省と提言　　　　　　　315

in　the　current　internationa1physica1distribution，has　brought　about

a　remarkab1e　headway　to　the　hardware　aspect　of　transportation　as

we　now　see　in　containerization，pa11etization　or　ro11on／ro11off　traffic

by　tra亘1ers　and　ferries．In　the　meanwhi1e，concerns　have　been　ex－

pressed　about　overdue1ega1environment　and　order　setups　in　response

to　invo1vement　of　these　mordem　means　of　transport　in　contracts

for　export／in1port，carriage，docun1entary　dredit　and　insurance．

　　　　More　activities　have　been　recent1y　noticed　in　setting　up　new

1ega1requirement　with　regard　to　the　area　where　intemationa1phy－

sica1distribution　especia11y　through　combined　transport　system　and

commercia1transaction　f1ow　meet　together，name1y，a　raison　d’etre

of　combined　transport　documents．　Neverthe1ess，due　to1ack　of

coordination　among　trading，forwarding，banking　and　insurance

industries　engaged　in　intemationa1trade，this　new　trend　in1ega1

area　does　not　necessari1y　suit　the　rea1ities　of　these　industries，The

disarray　among　these　industries　has　sometimes　caused　inconsistent

practica1hand1ing　and　interpretation　of　combined　transport　docu－

ments　which　have　at1ast　debuted　on　the　stage　of　intemationa1

tranSaCtiOnS．

　　　With　this　picture　in　mind，this　session　wi11study　how　to　go

about　setting　up　a1egaエenvironment　for　combined　transport　system

in　intemationa1transaction　as　a　part　of　effective　means　to　promote

internationa1physica1distribution　strategies　indispensab1e　for　pre＿

paration　of　effective　intamationa1ma口agement　strategies．Further，

this　session　wi11be　devoted　to　identify　the　prob1ems　and　issues

existing　in　the　interdiscip1inary　area　between　internationa1physica1

distribution　and　commercia1f1ow　in　searching　effort　for　an　overa11

ba1ance　and　orders．

　　　Reports　wi11be　given　in　this　session　on　stipu1ation，exemption　and

ternユs　and　conditions　on　the　face　and　back　of　transport　documents

that　are　provided　for　by　cor■veDtiorls，ru1es，工aws　and　regu1ations　new1y

adopted　or　revised　in　the　pastユ5years．At　the　same　time　discus－

sion　wi11a1so　cover1ega1grounds　of　the　freight　forwarders　acting
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and　issui㎎its　document　as　carrier．Throughout　the　session，we

wi11base　our　discussion　on　the　main　requirements　in1ooking　for

the　way　to　bui1d　up　the　environment　for　sound　internationa1phy－

sica1distribution　activities．（pane1speeker’s　resume）

　上記の国際会議のパネルスピーチのなかで，筆者は，国際取引において新し

く登場したフレイト・フォワーダーと称する物流業者の行なう複合蓮送に関し

て，新時代に対応してできたはずのInCOtermS，信用状統一規則に定める複

合運送証券の現状の説明と反省をしたあと，つぎの提言を行って賛同をえた。

　　「この’85Intemationa1PhysicaI　Distribution　Conferenceは，発展

　する複合一貫輸送システムの基盤強化のために国際物流と南流との間の緊密

　な連携のもとに新秩序の構築という遠大な目標を認め，

　　国際取引の分野における知識と経験を相互に交換することの緊急性と有益

　性を認識し，

　　いかなる地域の物流マン（フレイト・フォワーダーを含む）も互恵平等の

　精神にもとづく国際取引の発展を促進することが国家間の友好関係の増進に

　つながることを考慮し，

　　異なった経済・社会・文化・宗教・法律を有する国の諸制度をしん酌した

　共通のルールを採択することは，国際物流と南流における実務的・法的障害

　の除去と新秩序への近道の選択に貢献し，かつ国際貿易の拡大に資するもの

　と確信し，

　　国際物流と南流との調和のとれた関係の推進にあたっては，できるだけ企

　業の自由競争および市場アクセスを基本理念として，各国各地の物流マンの

　知識と経験の収集・普及につとめることが斯界の健全なビジネス環境づくり

　に役立つことを銘記すべきである。」と。

　さて，本稿でいうフ1ノイト・フォワーダーとは何かであるが，実業界ではな

にげたく使っている日常の慣用語であるこの語もその本質はと間われると誰れ
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も的確には答えられない。このことに関して，筆者はミ不可解なその実態ミに
　　　　　　　　　　（3）
ついて業界紙の論説につぎの意見を述べたことがある。

　　「・・一わが国にはフレイト・フォワーダーを規制する法はない（航空の場

　合は利用航空運送事業として航空法に規定）。ではどのような業者がそれを

　指向しているかというと，港湾運送事業者，倉庫事業者，通運事業者，通関

　業者だとの物流関係業者といわれるが，的確な定義はなく，この物流業者の

　名を海運貨物取扱業者（海貨業者という）とも呼ぶが，これも正鵠をえてい

　ない。この海貨業者は，「乙仲」の呼称の方がよく知られているのが実態だ。

　　さて，「海貨業者」の事業案内や広告をみると，自からをフレイト・フオ

　ワーダーと称して①港湾運送業，②倉庫業，③トラック運送業，④梱包業，

　⑧海上保険代理業，⑥通関業の事業を営むとし，なかには複合一貫運送サー

　ビスの提供を謳っているものもある。

　　長年の検討の末，ユ980年5月末ジュネーブでようやくまとまった国連国際

　複合物品運送条約案の採択を契機として，いよいよフレイト，フォワーダーも

　同条約に定める複合運送人として国際的に活躍できる途が開けた。……」と。

　　　　　　　　皿　周知徹底を欠くInCotemSの反省

　輸出でも輸入でも，国際取引の成否および損得は建値の決め方いかんにかか

っており，その取決めには主としてF　OB，C＆F，C　I　Fの用語があるとい

うことについては，早くから世界の常識となっている。しかし，それらの用語

の意味を，売主・買主間の運賃と保険料の負担をいずれにするかという単なる

　　　　　　（4）
Price　termsであるとみたり，また船積のためのShipping　termsやDe工i－

Very　termSのことであると思って，便宜的にこれを取決めている企業が内外

ともに多いということである。これらの用語のことをTrade　termsと呼び，

それらの解釈を統一したルールとして国際商業会議所（InternatiOna1Cha皿一

（3）拙稿・日本海事新聞「視点」（1ユ198号）

（4）神戸地判61．6．25の判決中でも「FOBやC　I　F条件は販売価格の建て方を定めたものとあ

　る」と述べているほどである。
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ber　of　Commerce；工CC）刊行のIncoterms（Intemationa工Ru工es　for工nter－

pretatミ。n　of　Trade　Terms）があるということを知らない入が実務をやって

いたり，またそのこと知っていても，自から選択したTrade　termsの売主

と買主の義務（責任）を定めたInCOtermSはどのように規定しているかを検

討したこともないという入が非常に多いということも，各方面で経験から知る

ことができた。

　I　C　CのIncOtermsは，20世紀に入った国際取引で同一用語を取決めなが

ら当事者の義務（責任）に相違があることから各地で生じた紛争を反省して，

1936年に11Trade　termsが初めて刊行されて以来，時代の発展にともない

それらを改廃した9Trade　termsを1953年に，その後1967年に2Trade

terms，1976年1Trade　termsそして1980年に3Trade　termsが新しく追

加されたのを契機に，現在，新旧全部で14Trade　termsを規定して，次頁
　　　　　　　　　　（5）
のユ980年版IncOtermsとして使用するよう勧告されて今日にいたっている。

　ユ980年版IncOtermsのなかで，コンテナによる複合運送に利用できるTra－

de　termsにはつぎの3つがある。

1）運送人波（FR　C）条件　これは，売主が指定場所において買主指定の運

　送入の管理下に物品を引渡した時をもって義務を履行したことになる。すな

　わち，物品の危険移転と費用負担の分岐点がその時に決まる点を除げば，海

　上F　O　Bと主要原則を同しくし，ちょうど複合運送F　O　Bともいえる。

2）運送手配・運賃支払済（D　C　P）条件　これは，売主が運送人と指定仕向

　地までの複合運送契約を締結し，運賃を支払えば義務を履行したことになり，

　物品の危険負担と費用分担は最初の運送人への引渡時とする，ちょうど複合

　運送C＆F（C　FR）ともいえる。

3）運送保険手配・運賃保険料支払済（C　I　P）条件　これは，売主がDC　P

（5）ユ980年版工。ootemsについては，筆者は，I　C　C日本国内委員会の依頼により責任邦訳し，

それがIncotemsユ980Bi1ingu日I　Editionとして刊行されているのを契機に，これを普及する

ため，東京・大阪・神戸・名古屋の商工会議所，各地の銀行鶴会・貿易団体等で主催された会合で

報告がたがた多くの専門誌にも論稿を掲載した。
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1NOOTERMS1980Edition｛6）

Trade　terms

EX　WORKS

FREE　CARRIER
（named　point）

FOR／FOT
（naIned　departure　point）

FOB　AIRPORT
（named盆｛rPort　o正　dispatch）

FAS
（named　port　of　shミpment）

FOB
（n目med　port　of　shipment）

C＆F
（口amed　port　of　dest三nation）

CIF
（n3med　poIt　o｛　destinat｛on）

FREIGHT／CARRIAGE　PA工D　TO
（named　port　of　destination）

FREIGHT／CARRJAGE　AND　INSURANCE　PA1D
TO
（口amed　port　of　destination）

EX　SHIP
（named　pOrt　Of　de昌tinatiOn）

EX　QUAY
（duty　paid）…　（named　port）

DELlVERED　AT　FRONTIER
（named　p13ce　of　de1ivery　at　frontier）

DELIVERED　DUTY　PA1D
（mmed　port　of　desti口ation）

Code

豆XW

F　R　C

F　O　R

F　OA

F　A　S

F　O　B

C　F　R

C　I　F

D　C　P

C　I　P

E　X　S

EXQ

DA　F

DD　P

貿　易条件

工　　場　　渡

運　送　人　渡

鉄　　道　　渡

航　空　F　O　B

船　　側　　渡

海　上　F　OB

運　　賃　　込

運賃保険料込

運送手配　・
運賃支払済
運送保険手配・
運賃保険料文払済

着　　船　　渡

埠　　頭　　渡

国　　境　　渡

持　　込　　渡

〔備考〕①

　　　②
　　　③

④

⑤

　この表の順序は，売主の義務と責任の軽いTrade　temsから掲げてある。
　C＆FはC　F　R，航空F　O　BはF　OAと略称されることになった。
　ユ953年bcOte・msはかつて陸上売買を対象とするFREIGHT　AND　CAR－
R］AGE　PAID　TO（輸送費済）を定めていたが，1980年版Incotem呂が陸海
複合運送による売買にも適用できるように表申DCPの丁丁日de　tems（英
語名は同じだが，邦訳を変えた）を採用した。
　Codeは，AD　Pの利用にも供することを考慮して国運欧州経済委員会が
3アノ1ノファベット文字の略語コードを作成した。
　契約実務でよく使用されるQ隻I，FULL　TURN　KEY条件はbcotemsの
規定とは無関係である。

（6）有斐閣現代契約法大系第9巻I国際取引・拙稿より引用。
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　条件のほかに，運送中の物品の滅失または損傷の危険に対して運送中の保険

　を手配し保険書類を入手すれば義務を履行したことになるので，ちょうど複

　合運送C　I　Fともいえる。

　これからは，複合運送を利用した国際取引の場合には，今でも無造作に使用

されているF　OB，C＆FやC　I　F条件ではなく，F　R　C，DC　PやC　I　Pの
　　　　　　　　　　　　　（7）
売主・買主の義務（責任）をよく検討した上で，そのいずれかを使用すべきで

ある。というのは，運送書類については，F　O　BもC　I　F条件も海港において

航洋船に積込み，その証拠として船会社またはその代理人のBi110f　Lading

を中心として決済が行なわれるのに対して，F　R　C，D　C　P，C　I　Pのいずれ

もそれぞれに適したusua1transport　document　if　customary，たとえばフ

レイト・フォワHダー発行のCombined（or　Mu1timoda1or　Intermoda1or

Through）TranspOrt　BiI10f　Ladingによって決済することが多いからであ

る。また，保険書類については，C　I　F売主は，定評ある保険会社と最も責任

の軽いF　PA（分担不担保）条件による契約をするとしているのに対して，

C　I　P売主は，とくに明示の取決めのないかぎり，その取引の慣行，商品の性

質および危険を考慮して適当と認める条件の保険をつけれぱよいと定められて

いるからである。

　ところが，前述のとおり，InCOtermSに対する世間の認識が浅いところか

ら，世界の経済界では新しく採択されたTrade　termsを含む1980年版Inc0－

termSの内容にあまり関心を示していないのが実情で，ましてそれらの略語

コードなど知るよしもないといったのが現実である。条約でも法律でもない

InCOtermSは，当事者の合意があってはじめて拘束力をもつ国際ルールであ

って，今日Lexmercatoriaの地位を得ているとはいっても，まだ周知徹底

を欠いている新しいTrade　termsが実際の国際取引で使用されるようにな

（7）拙稿・国際商事法務VoI．8No．12（1980）「インコタームズの法的確信」においてFOBと
　F　R　C，C　I　FとC　I　Pを比較検討，拙稿・有斐閣現代契約法大系第12巻「国際売買と貿易条件」

　において売買法との関係を述べたので，それを参照されたい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
るにはまだ当分先のことになるだろうとみている。

　このような事情もあってか，複合運送を利用した売買契約や信用状のなかに

使用されているTrade　termsを調べると，依然として準拠ルールを示さた

い単なるF　O　B，C＆F，C　I　F条件が多く，新しいTrade　termsが取決めら

れているケースは極めて少ないということがわかった。InCOtermSの監督担当

者としてあらゆる機会を利用してそれの普及方つとめてきたが，その周知徹底

を欠くP　R不足にいつも責任を感じていたところに，それを証明する興味ある

投書が日本商工会議所にあった。昭和61年度日本商工会議所・各地商工会議所

6月29日施行第27回商業英語検定試験問題（Aクラス）のなかにC　I　Pが出題

されていたが，投書者は英語でC　I　Pとは何か，C　I　Fのミスプリントではな

いか，英字新聞にC　I　Pの存在を説明し釈明せよ，といった趣旨の投書があっ

たので，実施団体である東京商工会議所からの照会に対して7月26日付JaPan
　　（9〕

TimesがC　I　Pの存在を知らせたこともあって，そのことをつぎのように（財）

外国為替貿易研究会刊「国際金融」61．8．15）に回答した。

　　「C　I　P条件は1980年版インコタームにも1983年信用状統一規則にもはっ

　きりと規定されています。一中略一国際ルーレで公認されているとはいえ，

　売買契約ではあまり使用されることもないところから，信用状のなかにも定

　められることはあまりないと聞いています。一中略一さて，時代を先取りし

　て制定されたCI　Pをはじめとする新しいTradeTermsが何故に実際に

　あまり使われていないのかは，信用状統一規則が各国の銀行協会等により統

　一的に採択されるのと違って，世界各国の個々の輸出入業者の自主的使用に

　委ねられているからセあって，その存在すら知らない入が実務をやっておら

　れるのに接し，いよいよPR不足に責任を感じます。このように国際ノレール

　には新しく登場したが，まだ実際界や学会で成熟していないC　I　P条件を公

　の検定試験の問題として出題したことが適切であったかどうかについては，

（8）拙稿・国際金融外為貿易Q＆A（6116，15）
（g）　Japan　t三mes　of　JuIy29reported三n　Reader畠in　Counci1
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　各位のご判断に委ねます。」と。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10〕
　このような周知徹底を欠くユ980年版IncOtermsに対して衝撃的な批判がICC

United　Kingdomより出された。それによると，1980年版Incotermsは，

①もはや陳腐化している規定が目につく上に，②世界の貿易業者が必ずしもこ

れを正しく適用しておらず，⑨唯一これしかないというルールではないと批判

して，これの改訂の必要性を強調した後，1）現行の規定をもっとわかりやす

くすること，2）実務1廣行を明確化しかつシンプルな規定にすること，3）各

国のコメントを十分に検討の上で改訂を行ない，信用状統一規則のように世界

的認知をうけるべく1988年版IncOtermsの完成をめざそう，という内容のも

のであった。具体的にはまだこれといったコメントはないが，Trade　terms

の略語コードが誤解と混乱の原因になっていること，運送賃，保険料その他費

用，料金等についての規定を検討すること，海上・航空・鉄道・道路・複合運

送とにわけた比較表も作成することなど，なるほど示唆に富む提案であった。

皿　信用状決済に対応しきれないフ1ノイト・フオワーダの

　C　T　B／Lへの助言

　銀行が荷為替取引を行なう場合，船荷証券（Bi1of　Lading）は手形よりも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユエ）
慎重な取扱いを要する重要な書類であった。それは有価証券である運送書類

を担保として金融が行なわれるからであって，金融を行なう以上，銀行にとっ

てはB／L秩序に変化のないことが望ましいのであるが，近時，このB／L秩序

が船台杜でない老いわゆるフ1ノイト・フォワーダー発行のC　T　B／Lの激増に

より複雑な様相を呈してきた。長年の伝統的秩序に馴れ親しんできた銀行は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
急速に進むこの新事態にどう対応すべきかとまどいをみせてきたようである。

（10）　Note　on　ICC　Incoterms！980from　ICC　United　Kingdom　（ApPendix　to　ICC
Do㎝ment　No．460／13of　Marolユ6．1986）

（11）拙稿・金融法務事情「今日の課題」No－963

（12）拙稿・日本海事新聞「視点」（6王．7．9）
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　この点に関して，I　C　C本部は，新しいB／L法秩序が末確立のなかにあっ
　　　　　　　　　　（ユ3〕
て，信用状統一規則において，多様化する各種の運送書類を取扱う銀行の発想

の転換を促す進歩的な規定を1974年に設けたが，信用状取引の一部の関係者が

それに対応しきれずに推移し，その反省から1974年規定を抜本的に書き改めた

ユ983年規定を承認し今日にいたっている。なかでも，フレイト’フォワPダH

の発行になるC　TB／Lに関して，信用状統一規則は，二回にわたり適用上の

取扱いを前向きに改めたが，今だにスマートな適用がなされていないケHスを

見聞する。銀行は，もともと伝統的な慣行を尊重するところから，新事態に適

合するための進歩的な規定には時間をかけなければ対応できないと聞くが，

フレイト・フオワーダF発行のC　TB／Lの取扱いに関しては必ずしも銀行だ

けの故ではなさそうである。

1）ユ974年信用状統一規則の場合

　　信用状がC　TB／Lを要求している場合または信用状が複合運送を認める

　と定めている場合において，C　TB／Lの形式やその発行者についてなんの

　定めもないときは，銀行は呈示されたとおりのC　TB／Lを受理すると規定

　し，とくに買主である発行依頼人と発行銀行の輸入側のC　TB／Lの指図の

　明示の有無を中心に対応することにした。

　　ところが，当時の信用状には相変らずFu11set　of　c1ean　ocean　on　board

　Bi11of　Lading．．．を要求する条件が多く，その場合Through　B／Lまた

　はC　TB／Lが呈示されたときの取扱いは，当該信用状でとくに禁じていな

　いかぎり受理する銀行もあれば，また信用状でとくに受理すると定めていな

　いかぎり拒絶する銀行もあった。さらに厄介なことは，C　TB／Lはフレイ

　ト・フォワーダーの発行のものでもよいが，Through　B／LはMaritime

　（marine　Or　Ocean）B／Lの一種で船会社発行のものでなげればならないと

（13）筆者は，ユ962年，1974年および1983年信用状統一規則の改訂作業の幹事およびラポルチウルと

　して作業に参画した。
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　厳格に解釈する銀行もあって，その取扱いが国により銀行によりまちまちで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
　あったりして，折角の新運送証券の規定の適用に混乱がみられた。

2）1983年信用状統一規則の場合

　　1933年に信用状統一規則が制定されて以来の，1951年，1962年，そして1974

　年の規則におけるBi11　of　Ladingは，船会社発行のMaritimeB／Lにかぎら

　れていたため，あくまで船積み式を原則としてきたが，それではコンテナによ

　る複合運送は例外扱いとなるため，1983年統一規則ではB／L原則を船積み式

　から受取り式のものに切りかえたにもかかわらず，現実に発行されている信

　用状には，依然として“Fu11set　of　c1ean　ocean　on　board　Bi11of　Lading…”

　のきまり文句を指図，すなわち海上運送中心のB／Lを要求しているものが

　かなりみられる巳

　　さらに，1983年規則の関係条文を総合して判断すると，銀行が受理できる

　B／L（C　TB／Lを含む）は，信用状にほかに異なる定めのないかぎり，当

　該B／Lを発行する運送入またはB／Lの記載運送人から権限を与えられた

　代理入（以下Carrier　Or　its　agentとする）により発行されたと文面上み

　られることを第一の要件とし，いわゆるフレイト・フオフーダーの資格によ

　って発行されたCTB／Lについては，信用状がとくにこれを受理するかま

　たは拒絶しない旨を明記していることを第二の要件としている。ただし，フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
　レイト・フオウFダー発行のC　T　B／Lでも，それがFIATA　C　T　B／L（以

　下F　B　Lという）apProved　by　the　ICCである場合，またはそれがフレイ

　ト・フオワーダF白から運送入として，またはB／L記載の運送人の代理人

　として発行したものであれぱ，銀行は拒絶の対象としないとして，条件付き

　でフレイト・フォワーダーのCTB／Lを認めることになった。

（ユ4）拙稿・国際金融「複合運送証券の建前と本音」

（ユ5）FIATAはFederat三〇n　Intemational　de　As昌。ciatiom　et　Assimilesの略語で，現在チ

　ューリッヒにその本部をおき130カ国35，C00社にのぼる全世界のフレイト・フォワーダーの国際団

体であって，わが国ではJapm　Freight　Fo・warders　Fedemtion（JFFF）の日本海運貨物取

　扱業会がFIATAの国内団体になっている。FIATAがStanaa正d　F0fmとしてFIATA　FBL
　を制定している。
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　　以上の1983年統一規則（第25～26条）をもう一度整理して述べると，①も

　し信用状がMarine　B／Lを要求しているような場合は，Carrier　or　its

　agentとして運送責任を明確に負担することを約款上に示しているCTB／L

　なら拒絶されないことは決ま’っているが，それがフレイト・フオワーダF発行

　のC　TB／Lのときは信用状にacceptab1eと定められていないかぎり拒絶

　される。　（第26条）②もし信用状がnon　marine　B／Lを要求しているよ

　うな場合には，銀行はCarrier　Or　itS　agentとして発行したことを示して

　いるCTB／Lを受理することはもちろんのことであるが，それが。arrier

　Or　its　agentとして行動するフ1ノイト・フォワドダーのCTB／Lおよび

　FIATA　FBLであれば拒絶しないことになっている。　（25条）

　ところが，C　T　B／Lに関しての条約も法律もなく，さらにフレイト・フオ

ワーダHこ関する法律もない今日，1983年信用状統一規則だけが技術と実務の

発展に合せて進歩的な規定を設けたにもかかわらず，現実に内外のフレイト’

フォワーダー発行のC　TB／Lをみると，記載事項や免責事項を含む運送約款

がまちまちである上に，その発行者自体も玉石混交，しかも発行資格に曖昧な

ものもみられるところから，内外の銀行の取扱いに相違がでてきている。さら

に厄介なことは1983年統一規則が特別に受理可能と認めているFIATA　FBL

の取扱についても，内外の銀行で相違がみられる点である。たとえば，銀行に

呈示されたFIATA　FBLが前述②の第26条にいうmarine　B／Lを要求して

いる信用状にもとづいて受理することができるか否かについて，I　C　C本部委

員会は，このF　B　Lを最初から。arrierタイプの運送書類とみなしているとこ

ろから，第26条にいうすべて一の要件を充足しておれば受理可能という結論を早

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
くから打ち出している点が物議をかもしてい乱

　一般に国際取引にかかわる法律やルールには，たとえば船積書類のうちの民

間作成のある運送書類について特定の法人または団体のものを公認するという

（エ6）　ICC　Doc・No・470／480
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特別の恩恵を与えるような規定はほかにあまり例を聞いたことがないが，1983

年信用状統一規則が何故にこのFIATA　FBLを公認したかについては，本規則

の改言下作業に参画していた立場から弁解がましくなるが，その明文化に最初か

ら疑問をもち今だに理解に苦しんでいる。このことについて，筆者は，ユ979年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
12月インドのニューデリーで開催のFIATA・ICC合同会議において，パネル

スピーカーとして当時フレイト・フォワFダーのCTB／Lを認めていたかっ

た↓974年信用状統一規則と1975年I　C　C複合運送証券統一規則を準拠している

FIATA　FBLとの関係についてコメントし，信用状にとくに“FIATA　FBL

prohibited”と明確に定めのないかぎり受理して差支えないのかどうかを検討

されたいとの提案をしたことがある。その後はじまったユ974年信用状統一規則

の改訂作業では当時上記のI　C　C複合運送証券統一規則の普及運動（I　C　C本

部は，当時複合運送に関する条約や法律を欠き無秩序な状態であったため，各国

のフレイト・フォワFダー｝こ対してC　TB／Lの準拠ルールをI　C　C複合運送証
　　（18）

券統一信用状規則にしたがうよう勧告し，1975年にいち早くこれの準拠を決め

たのがFIATA　FBLである）とのかかわりあいから，世界の多くのフレイト’フ

ォワーダーがこの規則にしたがったC　TB／Lを制定，発行してくれるものと

の期待をいだきながら，フレイト・フォワFダーのC　T　B／Lに関する規定が修

正につぐ修正を重ねて1983年2月に信用状統一規則の最終改訂案が起草された。

それによると，現行条文の‘’FIATA　Combined　Transport　Bi11of　Lading

apProved　by　the　ICC、．．”のくだりは規定されていなかったのであるが，こ

のくだりが1983年信用状統一規則第25条に正式に規定されたのは，FIATAの
　　　　　　（19）

強硬な申入れによるもので，このことについては十分な検討がなされずじまい

に採択されたという経緯があることを，ここに記録にとどめておきたい。

（王7）　日本海事新聞（79．ユ2．26）とSh三PPing　Trade　N帥s（79．ユ2．29）にスピーチの全文掲載される。

（工8）　I　C　Cの依頼により複合運送証券統一規則の翻訳の上和英対照版編纂。

（19）工974年信用状統一規則の改訂作業が大詰めにきたときにDr．Jur．J．VAN　ALSENOY　of

　chairman　of　Committee｛o正Jurist1c　Que畠tions，Documents　and　Ins口rmce　of　FIATA

　がI　CC本部委員会に出席し文書で申入れ糺
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　さて，“FIATA　Combined　Transport　B皿。f　Lading　apProved　by　the

ICC＿”のくだりの意味であるが，．これはFIATA　FBLの表面右上の“Nego－

tiabIe　Combined　Transport　Bm　of　Lading　issued　subject　to　ICC　Uni－

form　Ruユes　for　a　Combined　Transport　Document（ICC　Pub1ication

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
298）の印刷文言とI　C　Cロコ｛マークを付した運送書類のことを指している。

このことはFIATAがI　C　C複合運送証券統一規則の規定にしたがって運送

約款をまとめたことを！983年信用状統一規則で代弁したにすぎないのであって

FIATA　FBLフォームさえ使用すれば，どこのフレイト・フオワーダ’でも，

またそのなかにどのようなことを記載しても，I　C　Cが保証しているのである

かのような錯覚，幻想をいだき，銀行は必ず受理してくれるなどと誤解してい

る者が散見される。フレイト・フオワーダ’のなかには，運送責任などについ

て約款の内容に都合よく変更を加えながら，堂々と“＿issued　subject　to　ICC

Uniform　Ru1es．．．の印刷文言を付するものも間々あると聞き，銀行の取扱い

にとまどいがみられるのも当然であろ㌦

　何故にI　C　C本部がFIATA　FBLだけを信用状統一規則のなかに明文化す

ることになったかのきっかけをつくったのは，ベルギーのFIATA国内団体印

刷（！982年2月）のFIATA　FBLの表面に“Within　the1imits　of　those

conditions，the1iabi1ity・of　the　issuer　of　the　present　Combined

Transport　Bi11of　Lading　is　insured，with　a　maximum　qf6，500，OOO

B，Fr．for　each　sing1e1oss　or　damage　by　a　specia1genera1insurance

po1icy　patronized　by　the　Federation　of　Forwarding　Agents　of　Be1gium”

の赤字による印刷文言が注意をひいたからで，こうした付保の動きが他の欧州

諸国のFIATA団体にも及ぶことにより，荷主や銀行のFIATA　FBLに対す

る信頼が高まってくるものとの期待があったのも事実である。しかし，現在ま

でのところ，わが国はもちろん世界のどこの国のFIATA団体も統一的な責任

（20）拙稿・国際金融（86．4．15）
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保険を付していないのが気にかかる。

1V　フ1ノイト・フォワ”ダーは。arrierか

　いやしくも還送書類を発行する以上，その発行者がCarrier　Or　itS　agent

であることはいわずものがなであるが，C　T　B／Lの発行者のなかには白から

を。arrierといわずにForwading　agent，Forwarder，Freight　forwarder，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21〕
Combimd（Mu1timoda1or　Intermoda工）Transport　Operator（CTO／MTO／

ITO），Non　Vesse1Operator（NVO），Non　Vesse1Operating　Common
　　　　　　　　　　　　　｛22）
Carrier　by　Water（NVOCC），Conso1idatorと胸をはって主張しても，素直

にCarrierであるといいきることについては躊躇する向きが多いのに接する。

それは，これらの者が運送機関をもって実際に行為するActua1carrierでは

ないことを気がねしてのことであることはうなずけるが，それらを総称してい

わゆるフレイト・フォワーダーが現実にC　TB／Lなる運送書類を荷主に対し

て発行し銀行から金融をうけられるようにサ｝ビスするまでに成長したことの

努力は評価できる。それでは，このフレイト・フォワrダーが果してCarrier

となりうるかどうかは，実際間題であるよりもむしろ法律問題であるにもかか

わらず，その法的整備の立遅れが原因で，それらの者の発行にたるC　TB／L

の取扱いに混乱と誤解を生じたため，1983年信用状統一規則では，どんな運送

書類でもその発行者をすべてCarrier　Or　itS　agentでなければならないと明

定し，その法的根拠の問題はそこでは触れないこととし，すべて国際条約と各

国の法律に委ねることにした。

　信用状にもとづいて銀行に呈示されるmarine　B／LやC　TB／Lの発行

者は当然に。arrierであることを要するが，それらの法的根拠は，・B／Lの基

本法である1924年船荷証券のある規則の統一に関する条約のいわゆるへ一グ・

（2工）C　TOはI　C　C複合運送証券統一親貝リにいう複合運送人のことで，同じく複合運送人でもMT

　○は国連国際複合物品運送条約で，I　TOは米国で一般に使用されている用語である。

（22）米国連邦海事委員会から免許をうけてフォワーデング業務を行なうIndependent　Ocean

　F正eight　Forwarderともよばれる。
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　　　（23）

ルールに求めることが通常である。というのは，この1924年へHグ・ルール

（発効）は，へ一グ・ルっレを一部改正した1968年のいわゆるへ一グ・ウィス

　　　　　　　　　（24）
ビー・ルール（発効）と，へ一グ・ルールとは無関係に現行海運秩序を抜本的

に変更したエ978年国連海上物品運送条約の通称ハンブルク・ルール（未発効）

のニルールを誕生させるとともに，これら海上運送とは別に1980年に国連貿易

開発会議（UNCTAD）の国際複合物品運送条約（未発効）も成立したが，現実に

発行されているB／Lの準拠法はへ一グ・ルつレ体制にしたがっているものが

殆んどであるからである。

　これらのルールは，Carrierをどのように定義づけているかをつぎに掲げて

おこう。

一ユ924年へ一グ・ルーノレ

　　Carrierとは，運送契約における荷送入の相手方たる船舶所有者又は傭船

　者をいう。（第1条a））一発効済

一昭和32年国際海上物晶運送法（へ一グ・ルールを批准してわが国商法の特例

法として施行）

　　Carrierとは，船舶こよる物品運送をする船舶所有者，船舶賃借入及ぴ傭

　船着を意味する。（第2条②）一発効済

一1968年へ一グ’ウイスビF．ルFル

　　Carrierの定義は1921年へ一グ・ルールと同じ。一発効済

一1978年ハンブルク・ルール

（23）1924年へ一グりレール（56カ国）アルジェリア，アルゼンチン，オーストラリア，バルバドス，

　ベルギrボリビア，カメルーン，キューバ，サイプラス，デンマーク，エクアドル，エジプト，

　フィンランド，フランス，フィジー，西ドイツ，東ドイツ，ガイアナ，ハンガリー，イラン，アイ

　ルランド，イスラエル，イタリア，象牙海岸，ジャマイカ，日本、ケニア，クウェート，マダガス

　カル・マレーシア・モナコ・モーリシアス・オランダ・ナイジェリア・ノルウェrパラグアイ・

　ペルrポーランド。ポルトガル。ルーマニア，レバノン，セネガル，シェラレオネ，シンガポー

ル，ソマリア，ソロモン．スペイン，スリランカ，スウェーデン，スイス，シリア。タンザニア，

　トリニタットトバコ，トルコ，アメリカ，ザイール。

（24）1968年へ一グ・ウィスビーリレール（16カ国）ベルギー，デンマーク，エクアドル，フランス，

東ドイツ，イタリア，オランダ，ノルウェー，ポーランド，シンガポール，スリランカ，スウユー

デン，スイス，シリア，トンガ，イギリス（1924年へ一グ，ルールを廃棄）。
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　　Carrierとは，自からまたは白已の名において荷送入と海上物品運送契約

　を締結した者，すなわちContract　Carrierのことをいい，さらにActua1

　Carrierは，物品運送の履行またはその運送の一部を運送入から委託をうけ

　た者をいい，かっこのような履行の委託をうけたその他すべての者を含む。

　（第1条1～22頁）一未発効

一！980年国連国際複合物晶運送条約

　　Mu1timoda1Transport　Operatorとは，自から白已のため，もしくは自己

　のために行為する他の者を通じて複合物晶運送契約を締結するものであって，

　および荷送人の，または複合運送活動に参加する各運送人の代理人一としてで

　なく，もしくはそれらの者のためにでもなく，本人として行為する者であり，

　かつその契約の履行について責任を負う者をい㌦　（第1条2項）一未発効

一1975年I　C　C複合運送証券統一規則

　　COmbi鵬d　TranspOrt　OperatOrとは，C　TB／Lを発行する者をいい，
　　　　　　　　　　　　　（25）
　法人，会社または法的主体を含む。　（第2則h）一採択

一！980年Incoterms

　　Carrierとは，自からまたは自己の名により道路，鉄道，航空，海上によ

　る運送契約，またはこれら各運送手段の組合せによる運送契約を締結した者

　をいう。一採択

一1983年信用状統一親貝1」（銀行はCarrierの定義を積極的に設けること必要な

しとの主張が通り，つぎの試案が廃棄されたことを記録にとどめておく。）

　　Carrierとは，自からまたはその代理人により運送契約を結び，その条件

　をもって，本人として当該運送契約の履行に責任を引受ける者をいい，それ

　が道路，鉄道，航空，海上もしくは内国水路による運送またはこれらの手段

　の組合せによる運送，またはこれら一郵便による運送のための者であるかどう

　力、は問わない。　（筆者試訳）

（25）ここでいう法的主体とは個々の団体メンバーとは別に，1つの実体として法律上認められた組

　織または団体のことで，わが国ではFIATA，JIFFAやJSEなどがこれに該当しよう。
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　以上の定義からいえることは，わが国では早くから海外向けのB／Lも近時

CTB／Lも，さらにFIATAFBLも等しくへ一グ・ルールおよび，または

へ一グ・ウイスビー・ルールに準拠しているところから，本来ならばすべて船

舶所有者，賃借入，傭船者のMarine　Carrierでなけれぱならたいことにな

るが，C　T　B／LやFIATA　FBLの発行者はどういう資格の者がなりうるのか

が問題になってくる。このことに関して，かつてB／Lは果して船荷証券だけ
　　　　　　（26）
かと題する私見をまとめて話題をよんだことがあるが，一B／Lという用語はわ

が国では船荷証券という法定用語になっているものの，Combined　Tranport

の語を冠したB／Lについては，発効した条約や法律がなくても慣用語とし

て複合運送証券と訳し，実際に発行できるのは信用状統一規則により銀行が荷

為替の取組みの対象とするようになったからであろう。

　そうなると，フレイト・フォワーダー発行のC　TB／Lが信用状にもとづい

て呈示された場合，銀行は，誰れが本人としてどこからどこまでの運送責任を

引受けるCarrierであるか，またはその代理入であるか，またそのいずれで

もないのかどうかを，そのC　T　B／Lの表面上から点検することになるだろう

から，できることならそこに“As　Carrier”として発行したことを一見して

目立つように印字または記載，署名されていることが，望ましいことになろう。

船台杜をはじめ運送手段を実際に使用しているActua1CarrierのC　TB／Lは

ともかく，フレイト・フォワーダー発行のC　T　B／Lの発行者はどのような資

格で行為しているのかは，表面約款だけでなく裏面約款に明記されているのが

常識であるが，この点，銀行は，信用状統一規則第17条により呈示された

C　TB／Lの一般条件および／または特殊条件についてはたんの義務も責任も

負わないと免責されているので，虫メガネで判読しなけれぱならないような細

微でときたまウスイ文字の印刷を点検するかどうかは，あとは銀行の点検者の

趣味いかんにかかってこよう。

（26）拙稿・海外商事法務No．79（42．12）・神戸外犬論叢第ユ9巻5号
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　実際間題として，銀行が信用状にもとづいて呈示されたC　T　B／Lを買取るか

どうかは，それが信用状条件と一致しているか否かにかかってくるが，たとえそ

れが定評のある一流のフレイト・フォワーダー発行のC　TB／Lでありかつ信用

状条件と一致していても，輸出者すなわち受益者である買取依頼入に信用がた

げれば，銀行はそれの買取を渋るだろうし，これと反対に買取依頼入に信用が

あれば，たとえC　TB／Lの発行者がどのようなフレイト・フォワーダーでも，

Carrierとして行為しておれば，銀行はそれの買取りにあまり躊踏しないだろう。

銀行の与信取引につきものの「依頼入信用」がそこに恣意的に働くことにな乱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
　さて，FIATA　FBLの発行者のことであるが，その裏面約款の定義に“The

Freight　Forwarder　means　the　issuer　of　this　Bi11of　Lading　as　na皿ed

on　the　face　it”と定め，表面には“Stamp　and　authorized　signature”欄があ

るだけである。しかし，その運送責任については，I　C　C本部も強調している

ようにCarrier的責任を負うとしているのは，つぎのとおりI　C　C複合運送

証券統一規則に準拠しているからであろう。

　　　「本フレイト・フォワドダーは，FB　Lの発行により物品を受け取った場

　所から引き渡し地として指定された場所までの一貫運送の履行および／また

　は自己の名においてそれの履行の調達を引き受けるとともに，この約款に定

　める責任を負う。フレイト・フオワーダFは，F　B　Lにより証明される契約

　の履行のために利用するその他すべての者の作為および不作為について責任

　を負う。」（第2条）

　このような運送責任を負うFIATA　FBLは，信用状統一規則では公認され

てはいても，信用状なしのD／P，D／A条件の場合には，輸出手形保険が成立

する荷為替手形の買取りの対象となったりならなかったりして，銀行により取

扱と解釈が異なるという声をよく聞くが，それも本質的にはフレイト・フォワ

ーダー自身の発行のものであって，Carrierの資格による発行のものではない

（27）FIATAの日本国内団体である日本海運貨物取扱同業会の依頼により，筆者はFIATA　FBL

を和訳の上和英対照版を編纂す孔
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と解釈している銀行が多いからであろう。よって，筆者はFIATA本部およ

びI　C　C本部に対して，FIATA　FBLの表面および裏面約款を見直し，明確

にCarrierとして運送責任を負う旨を明らかにするようFIATA　FBLの約款
　　　　　　　　　　　　　　　（28〕
を書き改めるよう提案している。

　現在，わが国でみらるC　TB／Lには，船台杜が発行するBi11of　Lading

for　Combined　Transport　or　Port　to　Port　shipmentと，船会社のそれを参考

にして作成されたといわれるフレイト・フォワーダーのC　TB／Lとがあ乱

後者のフレイト・フォワーダーのC　TB／Lぱ，各社それぞれ独自のフォーム

によっているとはいえ，内外のそれと本質的にはそれほど大差はないとみてよ

いが，利用者である荷主の立場からすれば，各C　TB／Lの運送約款の統一

が望ましいことはいうまでもない。この要請に応えたものに，1981年設立，

1985年社団法人となった日本インターナショナルプ1ノイトフォワ｝ダース協会
　　　（29）

（皿FFA）作成の統一JIFFA　Mu1timoda1TransportBi11of　Lading（MTB／

L）と1933年創立の日本海運集会所（JSE）がこのほど制定したCOmbined

Transport　Bi11of　Ladingとがある。

　JIFFAは，JIFFA　MT　B／Lの制定にあたり，「＿FIATA　FBLとは別に，わ

が国地理的条件，貿易環境，法制，条約との関連においてより適切な独自の約

款を採用することが望ましいと判断し新約款の制定にふみきった。約款の形式

については，未批准とはいえ1980年国連国際複合運送条約を海上運送と航空運

送を除いた運送区間につぎ任意法として先取り摂受し，またとくに海上区間に

ついては特約として1924年へ一グ・ルールを基調とする船社式B／Lを必要に応

し導入しながらも，新時代に適合しがたいと思われる部分を廃棄または改訂の
　　　　　　　　　　　　　　（30）
上採用することにした。……」として思いきった進歩的な約款を制定し，メン

（28）　日本海事新聞「視点」（61．7．9）で提案する。

（29）JIFFAは，複合運送業務を志向するいわゆる大手のフレイト・フォワーダーがユ20社集って

　結成した団体である。

（30）JIFFA　Mu1t1moda1Transport　B／Lの制定についての委員長井」二恵氏の言の一部を引用

　する。
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バーにその使用を勧告した。このJIFFA　MTB／Lは，その表面にas　carrier

として発行することを明らかにしている点はよいが，これが銀行でどのように

取扱われるかは，発行者が責任保険を付保しているかどうか，さらに発行者の

能力よりも荷為替の買取依頼入の信用いかんにかかってくるといえよう。

　わが国の海事問題で多くの実績をあげているJ　S　Eでは，現実に発行されて

いるいくつかの船会社やフレイト・フォワFダHのC　TB／Lをはじめ，COM－

BIDOC（BIMCO　Ba1tic　and　IntemationaI　Maritime　ComciI作成のCT

Do㎝ment），FIATA　FBL，JIFFA　MT　B／Lの各約款を比較検討のうえ，

1986年10月にJSE　CTB／Lを起草，複合運送人として行為する者であれば，

船台杜はもちろんのこと，フレイト・フォワーダーでも使用することができる

よう指針的た様準複合運送証券を制定した。このJSE　C　TB／Lに定める運

送人の責任に関しては，いわゆる修正ネットワFク方式が採用された。すなわ

ち，「物品の受取りから引渡しまでの間に損害が生じた場合に，その損害の原

因が免責事由以外の事由により生じた場合には，運送人は，減失・損傷した物

品の総重量のキログラムあたり2USドルを限度として責任を負うが，滅失ま

たは損傷が海上運送区間で発生した場合には国際海上物品運送法，航空運送区

間はワルソー条約，その他の区間はそこで強行的に適用される法律により責任

が決定される」という，最も一般的な運送約款を定めている点に特徴がみられ

る。このJSE　CTB／Lも，その表面に，署名者が運送人であることを明ら

かにするためSIGNATUREas　the　carrierと記載されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
V　フレイト・フォワーダーの法制化への提言

　現在の国際運送の中枢的機能を果しつつある複合運送のなかの海上区間は，

海上運送法にもとづく船舶運航事業者（船会社）でない者のいわゆるフレイ

（31）別冊日本海事新聞’86秋季特集号「フレイト・フォワーダーの健全な発展願い一夢にみる・利用

　海上運送事業法”」
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ト・」フォワーダーが船会社の行なう運送を利用して荷主あ貨物を競って運送す

る重要な区間である。

　わが国のフレイト・フォワーダーこついてであるが，目頭で述べたとおり，

その活動は，欧米のそれとは法的に異なり，港湾運送事業者，通運事業者，倉

庫業者，自動車運送事業者，利周航空運送事業者の手によって，さらに大蔵省

の免許をうげたうえで通関業をも併せて行われているのが実態である。

　しかしながら，わが国の運送事業に関する事業法は，ご承知のとおり，その

運送形態によって分けられており，フレイト・フォワーダーこ関係する法とし

ては，海上運送取扱業，内航運送取扱業，一般港湾運送事業，倉庫事業，自動

車運送取扱業，通運事業，利用航空運送事業等がバラバラに適用され，フレイ

ト・フオワーダHを規制するには，現行法では不十分である。

　このような事態を考慮して，かつて運輸省では，貨物総合運送事業法なる名

称の試案をまとめたが，なぜか陽の目をみずにそのままになって今日にいたっ

ている。それによると，国内貨物総合運送事業と国際貨物総合運送事業の2つ

に区分し，後者は，他人の需要に応し二種類以上の輸送機関を使用して国外に

わたる貨物運送および付帯サービスを行なうことを引受ける事業であると定義

している。

　このことは，「運送する事業」ではなくて，「引受ける事業」，いいかえれば

「荷主と運送契約を締結し，実現させることを行なう事業」をいい，輸送の実

行行為の全部を自から行なってもよく，また自からが一貫運送責任を負いつつ

実行行為の全部を単数または複数の他運送事業者に下講させてもよく，あるい

はまた一部白走，一部下請でもよいことになるとして，現実に複合運送を引受

けて事業を行なっているフレイト・フォワHダーの機能をよくとらえている。

　さて，外国に向けて複合運送を行なうフレイト・フォワーダーの事業とし

て，運送の代理，媒介，取次，利用などの法律行為が盛んに出てくるが，この

ような行為により果してC　TB／Lを発行することが許されるのかどうかであ
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る。フレイト・フォワーダーが複合運送契約において代理を行なう場合，たと

えば荷送人の代理入として複合運送を手配する場合には発行できないが，

Actua1Carrierの代理入として，またはCarrierとして責任をもって行動

するフレイト・フォワHダーの代理人としてであれぱ，それらの者のC　TB／L

を代理人として発行することができる。つぎに，荷送人と複合運送契約の締結

について媒介する場合，たとえばフレイト・フォワーダーが荷送人に対してど

こどこの複合運送業者を紹介するという，ちょうど乙仲・甲仲が媒介するよう

なときは発行できない。これに対して，フレイト・フォワーダーが荷送入を自

己の名前で複合運送業者に取次ぐ（これを取扱いと呼んでいるが？）というよ

うなとぎは，その荷送人とフレイト・フォワーダーとの間は委任関係となって

C　TB／Lを発行している者もいるということである。最後の利用運送である

が，この場合フレイト・フォワーダーが利用運送業者として，荷送人に対して

自から一貫して複合運送を引受けることを明確にすれば，C　TB／Lを発行す

ることができるのは，信用状統一規則にいうCarrierとして行動するフレイト

・フオワーダFサこ該当するとみられるからとはいえ，まだわが国では，残念な

がらこのような利用運送事業といった法律はないのである。

　そこで一歩踏みこんで，このフレイト・フォワーダーを利用運送事業，とく

に利用海上運送事業として法制化できないかどうかを提言してみたい。その理

申は，前述のとおり，わが国の複合運送の中心をなす海上区間を，いわゆるフ

1ノイト・フォワFダーが海上運送法にいう船舶運航事業者の行なう運送を利用

して荷主の貨物を現実に運送し，着々と実績をあげているのを無規できないか

らである。

　世はデレギュレイションの時代とはいっても，もしこのまま放任しておくと，

ただでさえ激烈な競争をしているわが国フレイト・フォワーダーが極めて日本

的であるが過当競争を展開することは必至で，すでにその様相を呈している。

そうなると，長年の海運秩序を乱し，ひいては船舶運航事業の健全な発展を阻



　　　　　　　　　わが国の国際取引と複合運送秩序への反省と提言　　　　　　　337

書することにもなるから，いわゆるフレイト・フォワHダーこ対して利用海上

運送事業法を新設して必要な規制を加えることは，船舶運航事業との関係をよ

り望ましい方向にもっていくこ二とにつながり，ひいては荷主の利益を擁護する

ことにもなるから，決して新しいデ1ノギュレイション時代の流れに逆行したこ

とにはならないものと考えられる。

　利用海上運送事業を法制化するとなると，現行海⊥運送法のなかでというこ

とになろう。それは現行航空法でいう利用航空運送事業にならって，他人の需

要に応じ，有償で船舶運航事業（とくに貨物定期航路事業）を経営する者が行

なう運送を利用して貨物を運送する事業，と定義することができよう。

　この事業者は，船台杜でない者またはその代理人でないいわゆるフレイト・

フォワーダーが複合一貫運送を行なう場合に，荷送人と全区間に対して一つの

運送契約を結び，自社が定めて公表する運賃で運送を引受け，全区間をカバ’

する複合運送証券を発行することになるが，この場合，海上区間は白杜が荷送

人となって船会社またはその代理入と運送契約を結び，荷送人から引受けた貨

物の海上運送を委託し，当該船台杜に所定の運賃を支払って船会社のB／Lを

受取るという事業ということにた乱この事業は，ちょうど欧米のNVOCCに

該当するといえる。すでに述べたとおり，荷主の需要に応じて有償で，船会社

が行なっている運送を利用して荷主の貨物の海上運送を行なう利用海上運送事

業者ということになろう。

　したがって，この場合の利用海上運送事業は，同じ海上運送法のなかに定義

されている海上運送取扱業が自己の名をもってする海上における船舶こよる貨

物の運送の取次ぎをするという事業とは，明らかに性格を異にするものである

ことをノ・ツキリさせておかなけれぱならない。

　ここでもう一度，現行海上運送法のなかに利用海上運送事業を法制化するこ

との必要性について，つぎにコメントしてみよう。

①わが国商法では，運送取扱人は運送入の業務に介入できると規定している
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　が，この場合の運送入とは陸上，港湾，河川等の運送入のことで，肝心の海

　王および航空の運送人を除外している。

②商法では，海上運送を海商編にまとめてあって，海上運送法には海上運送

　取扱入を規定しているが，運送入という用語もないうえに，商法海商編にも

　海上運送法にも，運送取扱入が運送人の業務に介入できる，という規定はと

　こにもない。

③　商法には航空に関する規定はないが，航空法のなかに利用航空運送事業の

　定義があるので，航空貨物の混載事業は，激甚な競争を呈しているようであ

　るが，秩序を保ちながらでも適法に実施されている。

④　内航海運でも，内航海上運送法のなかに内航運送取扱事業者が利用内航運

　送事業を行なうように規定されているから，現状では適法に実施されている。

⑥　陸上運送においては，自動車・通運事業法のなかに商法の原則を具体化し

　ているから，これらも適法に実施されてい乱

　ところが，国際海上運送では，海上運送人以外の者がコンテナ貨物の小口混

載業を行なっているが，これは，コンテナ貨物に関する船会社のC　F　SやTR

S方式の上屋内業務以外の事業が，ここでいう利用海上運送事業ともいえるが，

何んの法的根拠もないのに誰もそれを敢えて疑問視しないようにしている。混

載業を利用海上運送事業の方式で行なうこと，および海上運送発着の複合運送

事業を行なうことは，港湾運送事業者，とくに海運貨物取扱業者のいわゆるフ

レイト・フォワ｝ダーの長期活性化対策として必要であるどころカ㍉ニュービ

ジネスの法的根拠をより明確にすることにもつながるのではなかろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（June　1．1961）


